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販売促進等活動への支援実施要領 

 

制定 平成３０年４月１日付２９農振財農第１４３９号 

改正    令和３年４月１日付３農振財農第１０４号 

改正     令和７年４月１日付７農振財農第１６号 

 

 

第１ 趣旨 

 担い手の育成・活動支援事業等実施要綱（平成１７年４月１日付１７農振財農第２８号、以下「実施要

綱」という。）に基づく販売促進等活動への支援の実施については、この要領に定めるものとする。 

 

第２ 目的 

 本事業は、農業の担い手に対し、販売促進等に関する活動への支援を行うことで、農業経営の強化を図る

ことを目的とする。 

 

第３ 事業の内容 

 本事業の支援対象、支援内容については、別表に掲げるとおりとする。 

 

第４ 実施計画 

 販売促進等活動を実施しようとする担い手等は、実施計画を策定し、助成金の交付申請時に、事業の内容

等について記載した実施計画（別記様式第１号）を添付するものとする。 

 

第５ 実施計画の変更 

 担い手等が財団の承認を受けた実施計画の内容等について、次のいずれかに該当する変更を行う場合は、

第４の規定を準用するものとする。 

  (1) 事業内容を変更する場合 

  (2) 実施計画のうち、事業費または事業量の３割を超える変更をする場合 

 

第６ 助成等 

 財団は、別に定めるところにより毎年度、予算の範囲内において、本事業の実施に必要な経費について助

成するものとする。 

 

第７ その他 

 この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項については別に定める。 
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別表 

販売促進等活動への支援 

  

支援対象 支援の内容 備  考 

 原則としてチャレンジ農

業支援センターにより派遣

された専門家の助言を受け、

助成の対象となる取組を行

う農業者及び農業者組織。た

だし、チャレンジ農業支援セ

ンターに相談し、助言、調整

を受け、適切な事業計画を作

成しており、かつ追加的な専

門的なアドバイスが明らか

に不要な場合に限り、専門家

の助言を受けていない場合

でも助成の対象となる事業

実施主体となることができ

る。 

農業経営活動のうち、知的財産の取得及び活用、並び

に、農産物等の販売促進活動に関する取組に対して、必

要な費用の一部を助成する。 
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別記様式第１号（実施要領第４関係） 

 

販売促進等活動 実施計画書 

実施年度     年度 

申請者名 

及び連絡先 

住 所 〒 

氏 名              電話   （    ） 

団体の場合の連絡先

（事務局等が 

ある場合） 

住 所 〒 

事務局組織名 

氏 名              電話   （    ） 

目的 

 

活動内容 

 

 

 

チャレンジ農業支援

センター専門家派遣

の内容 

 

所要経費の見積 

 

項目 金額 説明（単価・数量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    合計   

添付資料 

(1) 見積書等の写し 

(2) 団体の場合は、団体の構成員名簿 

(3) 団体の場合は、前年度総会資料又は組織全体の直近の事業計画・予算書等 

 


